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サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
基
準
の
適
用
、人
的
資
本
開
示
の
拡
充
等

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
等

の
改
正
の
解
説

新法令新法令
解説【

こ
の
記
事
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
比
較
可
能

性
の
向
上
と
投
資
者
に
有
用
な
情
報
を

提
供
す
る
観
点
か
ら
、時
価
総
額
１
兆

円
以
上
の
東
証
プ
ラ
イ
ム
市
場
上
場
会

社
に
対
し
て
、Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
に
従
っ
た

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
開
示
が
義

務
づ
け
ら
れ
た
。

●
人
的
資
本
開
示
の
拡
充
の
た
め
、企
業

戦
略
に
関
連
づ
け
た
人
材
戦
略
や
そ
れ

を
踏
ま
え
た
従
業
員
給
与
等
の
決
定
方

針
等
の
開
示
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。

●
総
会
前
開
示
の
促
進
の
た
め
、有
価
証

券
報
告
書
に
お
け
る
決
議
事
項
の
記
載

等
が
簡
素
化
さ
れ
た
。

は
じ
め
に

２
０
２
６
年
２
月
20
日
に「
企
業
内
容

等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
及
び
特
定

有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内

閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
」

（
令
和
８
年
内
閣
府
令
５
号
。
以
下
、
本

内
閣
府
令
を「
一
部
改
正
府
令
」、
企
業
内

容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
を「
開

示
府
令
」、
特
に
一
部
改
正
府
令
に
よ
る

改
正
後
の
開
示
府
令
を「
改
正
開
示
府
令
」

と
い
う
）が
公
布
・
施
行
さ
れ
た
⑴
。
あ

わ
せ
て「
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る

留
意
事
項
に
つ
い
て（
企
業
内
容
等
開
示

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」が
改
正
さ
れ（
以
下
、

「
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」と
い
い
、
特
に
本

改
正
に
よ
る
改
正
後
の
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を「
改
正
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」と
い

う
）、
同
日
か
ら
適
用
さ
れ
た（
本
改
正
の

概
要
は
、
次
頁
図
表
１
を
参
照
）。

今
般
の
一
部
改
正
府
令
は
、
次
の
点
に

つ
い
て
、
制
度
的
対
応
を
行
う
こ
と
を
目

的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
金
融
審
議
会
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報

の
開
示
と
保
証
の
あ
り
方
に
関
す
る

ワ
ー
キ
ン
グ・
グ
ル
ー
プ（
以
下
、「
Ｓ

Ｗ
Ｇ
」と
い
う
）の「
中
間
論
点
整
理
」⑵

（
２
０
２
５
年
７
月
17
日
公
表
。以
下
、

「
中
間
論
点
整
理
」と
い
う
）に
お
け
る
提

言
を
踏
ま
え
、サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準

委
員
会（
以
下
、「
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
」と
い
う
）が

作
成・
公
表
し
た
開
示
基
準（
以
下
、「
Ｓ

Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
」と
い
う
）の
適
用
開
始
に

向
け
た
環
境
整
備
を
図
る
こ
と

・近
年
、企
業
の
中
長
期
的
な
成
長
を
実
現

し
て
い
く
う
え
で
、「
人
へ
の
投
資
」を
促

進
し
て
い
く
こ
と
へ
の
関
心
が
高
ま
っ

て
お
り
、人
的
資
本
開
示
の
充
実
を
図
る

必
要
性
が
生
じ
て
い
る
こ
と

・
有
価
証
券
報
告
書
の
定
時
株
主
総
会
前

の
提
出（
以
下
、「
総
会
前
開
示
」と
い
う
）

の
促
進　
等

本
稿
で
は
、
一
部
改
正
府
令
の
概
要
に

つ
い
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す

る
金
融
庁
の
考
え
方
な
ど
も
踏
ま
え
て
解

説
す
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
、
意
見

に
わ
た
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
筆
者
ら
の

個
人
的
見
解
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め

申
し
添
え
て
お
く
。

金
融
庁
企
画
市
場
局
企
業
開
示
課

開
示
企
画
調
整
官

金
融
庁
企
画
市
場
局
企
業
開
示
課

係
長

金
融
庁
企
画
市
場
局
企
業
開
示
課

課
長
補
佐

金
融
庁
企
画
市
場
局
企
業
開
示
課

係
員

鳥
屋
尾
　
大
介

水
島
　
達
哉

中
里
　
拓
也

中
村
　
拓
巳
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⑴　

一
部
改
正
府
令
等
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
金
融
庁「『
企

業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
及
び
特
定
有
価
証

券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正

す
る
内
閣
府
令
』等
の
公
布
及
び
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

の
結
果
に
つ
い
て
」（
２
０
２
６
年
２
月
20
日
公
表
）を
参
照

（https://w
w

w
.fsa.go.jp/new

s/r7/shouken/

　

20260220/20260220.htm
l

）。

⑵　

金
融
審
議
会「『
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
開
示
と

保
証
の
あ
り
方
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
』中

間
論
点
整
理
の
公
表
に
つ
い
て
」（
２
０
２
５
年
７
月
17
日

公
表
）（https://w

w
w

.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/
tosin/20250717.htm

l

）。

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
基
準
の
適
用
開
始

に
向
け
た
環
境
整
備

改
正
前
の
制
度
の
概
要

２
０
２
３
年
１
月
の
開
示
府
令
の
改

正
⑶
に
よ
り
、
有
価
証
券
届
出
書
お
よ
び

有
価
証
券
報
告
書
⑷
に「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
に
関
す
る
考
え
方
及
び
取
組
」の
項

目
が
新
設
さ
れ
、
同
年
３
月
期
の
有
価
証

券
報
告
書
か
ら
同
項
目
の
記
載
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
す

べ
て
の
提
出
会
社
を
対
象
に
、
次
の
事
項

を
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

①　
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関
連
の「
ガ
バ
ナ

ン
ス
」お
よ
び「
リ
ス
ク
管
理
」を
記
載

②　
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関
連
の「
戦
略
」

お
よ
び「
指
標
及
び
目
標
」に
つ
い
て
は
、

各
提
出
会
社
が
重
要
性
を
判
断
し
て
記

載
③　
た
だ
し
、人
的
資
本
に
つ
い
て
は
、「
戦

略
」と
し
て「
人
材
育
成
方
針
」や「
社
内

環
境
整
備
方
針
」を
記
載
し
、「
指
標
及

び
目
標
」と
し
て
当
該
方
針
に
関
す
る

指
標
の
内
容
や
当
該
指
標
に
よ
る
目

標・実
績
を
記
載

加
え
て
、
提
出
会
社
お
よ
び
そ
の
連
結

子
会
社
が
、
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る

活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
等
に
基
づ
い

て「
女
性
管
理
職
比
率
」、「
男
性
育
児
休
業

取
得
率
」、「
男
女
間
賃
金
差
異
」を
公
表
し

て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
有

価
証
券
報
告
書
の「
従
業
員
の
状
況
」の
項

目
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

⑶　

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
及
び
特
定

有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部

を
改
正
す
る
内
閣
府
令（
令
和
５
年
内
閣
府
令
11
号
）

金
融
庁「『
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
』

等
の
改
正
案
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果
等
に

つ
い
て
」（
２
０
２
３
年
１
月
31
日
公
表
）（https://w

w
w

.
fsa.go.jp/new

s/r4/sonota/20230131/20230131.
htm

l

）

⑷　

有
価
証
券
届
出
書
の
記
載
様
式
は
開
示
府
令
第
二
号

様
式
で
あ
り
、大
き
く
、勧
誘
対
象
の
証
券
に
関
す
る
情
報

と
企
業
情
報
で
構
成
さ
れ
る
。有
価
証
券
報
告
書
の
記
載

様
式
は
開
示
府
令
第
三
号
様
式
で
あ
り
、
そ
の
記
載
内
容

は
、基
本
的
に
第
二
号
様
式
の
企
業
情
報
に
係
る「
記
載
上

の
注
意
」を
準
用
す
る
方
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。本
稿
で

は
、
便
宜
上
、
有
価
証
券
報
告
書
の
み
に
言
及
す
る
一
方
、

様
式
中
の「
記
載
上
の
注
意
」に
つ
い
て
は
、
必
要
が
あ
る

場
合
を
除
き
、
開
示
府
令
第
二
号
様
式
の
も
の
の
み
に
言

及
す
る
こ
と
と
す
る
。

有
価
証
券
報
告
書（
主
な
項
目
）

（図表１）　SWG中間論点整理等を踏まえた本改正の概要

□2026年２月、「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するWG中間論点整理」（2025年７月公表）を踏まえて内閣府令を改正。
比較可能性の向上の観点から、2027年３月期より、時価総額が一定規模以上の東京証券取引所プライム市場上場会社に対し、民間の
サステナビリティ基準委員会が策定したSSBJ基準に従った情報開示を義務化。

□あわせて、人的資本（従業員の状況等）についての開示事項を拡充。

第一部　企業情報
第1　企業の概況
第2　事業の状況
・経営方針、経営環境及び対処

すべき課題 等
・サステナビリティに関する考え

方及び取組
・事業等のリスク
・経営者による財政状態、経営

成績及びキャッシュ・フローの
状況の分析 等

第3　設備の状況　
第4　提出会社の状況
・コーポレート・ガバナンスの

状況等
・従業員の状況等
第5　経理の状況
・連結財務諸表、財務諸表 等
　　　　 ：

2023年改正

2023年３月期から適用 2026年３月期から適用

2026年改正

・「サステナビリティに関
する考え方及び取組」の
記載欄を新設

Ⅰ.サステナビリティ事項に
関し、「ガバナンス」、「リ
スク管理」について開示

Ⅱ.「戦略」と「指標及び目
標」の開示は、各企業
が重要性を踏まえて判
断

Ⅲ.人的資本（「人材育成方
針」や「社内環境整備方
針」）については「ガバナ
ンス」、「リスク管理」の
ほか、「戦略」と「指標及
び目標」も開示

・「女性管理職比率」、「男
性育児休業取得率」およ
び「男女間賃金差異」を
開示

・「人材戦略に関する基本方針」、「従業員給与等の決定方
針」、「平均年間給与の対前年増減率」を開示

（注）　「従業員の状況等」の位置を、「第１　企業の概況」から「第４　提
出会社の状況」に移動

・「女性管理職比率」等については、従来どおり開示

①　一定のプライム市場上場企業
SSBJ基準に従い、気候変動のほか、企業が重要と考
えるサステナビリティ事項（注）に関して「ガバナンス」、「戦
略」、「リスク管理」および「指標及び目標」について開示

（注）　SSBJ基準に従って開示する内容に左記ⅲの事項が含まれない
場合には、当該事項について従来どおりの開示が必要

②　①以外の企業
左記ⅰからⅲまでの事項を従来どおり開示

開示基準の開発

SSBJ基準
（2025年３月最終化）

意見発信

ISSB基準を踏まえた検討

（日本）
（グローバル）

国際サステナビリティ
基準審議会（ISSB）

ISSB基準
（2023年6月最終化）

サステナビリティ基準
委員会（SSBJ）

2023年３月期から適用 2027年３月期から適用
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新法令解説

改
正
の
背
景

「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
考
え

方
及
び
取
組
」の
項
目
に
お
け
る
記
載
内

容
は
、
基
本
的
に
は
各
提
出
会
社
が
そ
れ

ぞ
れ
の
重
要
性
に
応
じ
て
判
断
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
お
り
、
比
較
可
能
性
の
観
点
か

ら
課
題
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
提
出
会
社
に

よ
っ
て
開
示
の
分
量
や
内
容
の
深
度
等
に

幅
が
あ
り
、
創
意
工
夫
に
よ
り
充
実
し
た

開
示
を
行
っ
て
い
る
例
も
あ
る
一
方
で
、

極
め
て
簡
素
な
開
示
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

例
も
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
比
較
可
能
性
の
向
上
と
投
資
者
に

有
用
な
情
報
を
提
供
す
る
と
の
観
点
か

ら
、
統
一
的
な
基
準
に
よ
る
サ
ス
テ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
情
報
の
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
、
国
際
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基

準
審
議
会（
以
下
、「
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
」と
い
う
）

か
ら
、
２
０
２
３
年
６
月
に
、
サ
ス
テ
ナ

ビ
リ
テ
ィ
関
連
の
情
報
開
示
に
関
す
る
包

括
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
と

な
る
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準
が
公
表
さ
れ
、
南

米
、
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
等
の
各
国
に

お
い
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準
の
適
用
に
向
け

た
動
き
が
進
展
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て

い
る
。

そ
し
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
２
０

２
５
年
３
月
に
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準
と
の
機

能
的
な
整
合
性
が
確
保
さ
れ
た
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

基
準
が
公
表
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
⑸
。

⑸　

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示

基
準
）（https://w

w
w

.ssb-j.jp/jp/ssbj_standards.
htm

l

）
中
間
論
点
整
理
に
お
け
る

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
適
用
対

象
会
社・
適
用
開
始
時
期

の
考
え
方

中
間
論
点
整
理
に
お
い
て
は
、
適
用
対

象
会
社
の
範
囲
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な

考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

・
東
京
証
券
取
引
所
プ
ラ
イ
ム
市
場（
以

下
、「
プ
ラ
イ
ム
市
場
」と
い
う
）上
場
会

社
の
株
式
時
価
総
額
が
圧
倒
的
に
大
き

く
、グ
ロ
ー
バ
ル
な
投
資
家
と
の
建
設
的

な
対
話
を
志
向
す
る
当
該
市
場
の
上
場

会
社
に
と
っ
て
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情

報
が
重
要
な
対
話
の
テ
ー
マ
の
１
つ
と

な
っ
て
い
る

・
東
京
証
券
取
引
所
全
上
場
会
社
の
株
式

時
価
総
額
の
合
計
の
７
割
超
を
占
め
る

株
式
時
価
総
額
１
兆
円
以
上
の
プ
ラ
イ

ム
市
場
上
場
会
社
ま
で
を
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基

準
の
適
用
対
象
と
す
る
こ
と
で
、わ
が
国

全
体
と
し
て
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
の「
法
域
ガ
イ

ド
」⑹
に
い
う「
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準
が
完
全

に
導
入
さ
れ
た
状
態
」が
達
成
さ
れ
た
と

い
い
得
る
と
考
え
ら
れ
る

・他
方
、株
式
時
価
総
額
１
兆
円
以
上
の
プ

ラ
イ
ム
市
場
上
場
会
社
の
数
は
限
定
的

で
、投
資
ユ
ニ
バ
ー
ス
と
い
う
観
点
か

ら
は
や
や
不
十
分
。株
式
時
価
総
額
５
、

０
０
０
億
円
以
上
の
プ
ラ
イ
ム
市
場
上

場
会
社
に
つ
い
て
は
、外
国
人
株
主
保
有

比
率
が
高
い
こ
と
、Ｅ
Ｕ
で
の
開
示
対
応

を
求
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
等
か

ら
、早
期
に
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
適
用
に
向

け
た
道
筋
を
付
け
る
べ
き

ま
た
、
そ
の
適
用
時
期
に
つ
い
て
は
、

次
の
よ
う
な
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

・
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開

示
制
度
と
の
関
係
上
、２
０
２
８
年
３
月

期
に
は
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
第

三
者
保
証
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
一
方
、開
示
基
準
の
適
用
開
始

に
つ
い
て
は
、保
証
制
度
の
導
入
に
先
行

さ
せ
る
べ
き

・プ
ラ
イ
ム
市
場
上
場
会
社
の
な
か
に
も
、

現
行
制
度
に
基
づ
く
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
情
報
開
示
へ
の
対
応
状
況
に
差
が

あ
る
こ
と
や
、提
出
会
社
に
よ
っ
て
リ

ソ
ー
ス
に
相
当
ば
ら
つ
き
が
あ
る
こ
と

を
踏
ま
え
、株
式
時
価
総
額
の
規
模
に
応

じ
て
段
階
的
に
適
用
し
て
い
く
こ
と
が

合
理
的

以
上
を
踏
ま
え
、
中
間
論
点
整
理
に
お

い
て
は
、
プ
ラ
イ
ム
市
場
上
場
会
社
の
う

ち
、
株
式
時
価
総
額
に
応
じ
て
次
の
時
期

か
ら
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
適
用
を
開
始
す
る

こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
、
株
式
時
価
総
額

１
兆
円
未
満
５
、０
０
０
億
円
以
上
の
会

社
の
適
用
開
始
時
期
に
つ
い
て
は
、
国
内

外
の
動
向
等
を
注
視
し
つ
つ
、
引
き
続
き

検
討
し
、
２
０
２
５
年
中
を
目
途
に
結
論

を
出
す
こ
と
が
適
当
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

・
株
式
時
価
総
額
３
兆
円
以
上
の
会
社
に

つ
い
て
は
２
０
２
７
年
３
月
期

・
株
式
時
価
総
額
３
兆
円
未
満
１
兆
円
以

上
の
会
社
に
つ
い
て
は
２
０
２
８
年
３

月
期

・
株
式
時
価
総
額
１
兆
円
未
満
５
、

０
０
０
億
円
以
上
の
会
社
に
つ
い
て
は

２
０
２
９
年
３
月
期

⑹　

Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
が
２
０
２
４
年
２
月
に
公
表
し
た
、
各
法
域

が
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準
と
機
能
的
な
整
合
性
が
確
保
さ
れ
た
基

準
に
基
づ
く
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
制
度
を
導
入
す
る

に
あ
た
っ
て
の
指
針
。「
法
域
ガ
イ
ド
」で
は
、公
的
説
明
責

任
の
あ
る
企
業（
Ｐ
Ａ
Ｅ
）の
す
べ
て
ま
た
は
大
半（all or 

m
ost

）に
対
し
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準
ま
た
は
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基

準
と
機
能
的
な
整
合
性
が
確
保
さ
れ
た
基
準
を
適
用
し
た

状
態
を
も
っ
て
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準
が
完
全
に
導
入
さ
れ
た
状

態
と
捉
え
、各
法
域
に
お
け
る
導
入
プ
ロ
セ
ス
を
２
０
２
９

年
末
ま
で
に
完
了
す
る
こ
と
等
を
求
め
て
い
る
。
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改
正
の
内
容

⑴　
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
基
準

の
適
用
義
務
化

①　

適
用
対
象

改
正
開
示
府
令
で
は
、
前
記「
中
間
論

点
整
理
に
お
け
る
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
適
用

対
象
会
社
・
適
用
開
始
時
期
の
考
え
方
」

の
中
間
論
点
整
理
の
提
言
を
踏
ま
え
、
そ

の
公
表
時
点
で
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
適
用
開

始
時
期
が
確
定
し
て
い
た
株
式
時
価
総
額

１
兆
円
以
上
の
プ
ラ
イ
ム
市
場
上
場
会
社

を
適
用
対
象
会
社
と
し
て
お
り
、
株
式
時

価
総
額
１
兆
円
未
満
５
、０
０
０
億
円
以

上
の
プ
ラ
イ
ム
市
場
上
場
会
社
へ
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
今
後
予
定
さ
れ
る
制
度
整

備
に
て
対
応
す
る
予
定
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ま
ず
は
株
式
時
価
総
額

１
兆
円
以
上
の
プ
ラ
イ
ム
市
場
上
場
会
社

を
対
象
に
制
度
整
備
を
進
め
る
こ
と
と
し

た
の
は
、
株
式
時
価
総
額
３
兆
円
以
上
の

プ
ラ
イ
ム
市
場
上
場
会
社
の
適
用
対
象
期

が
２
０
２
６
年
４
月
か
ら
開
始
す
る
こ
と

か
ら
、
十
分
な
準
備
期
間
を
確
保
す
る
た

め
に
早
期
に
制
度
的
枠
組
み
を
整
備
す
る

こ
と
が
適
当
と
の
Ｓ
Ｗ
Ｇ
で
の
議
論
⑺
を

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
金
融
庁
長
官
が
指
定
す

る
取
引
所
金
融
商
品
市
場（
東
京
証
券
取

引
所
プ
ラ
イ
ム
市
場
を
告
示
指
定
⑻
）に
そ

の
発
行
す
る
株
券
等
を
上
場
す
る
会
社
⑼

の
う
ち
、
平
均
時
価
総
額
が
１
兆
円
以
上

の
も
の
に
対
し
、「
一
般
に
公
正
妥
当
と
認

め
ら
れ
る
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
作

成
及
び
開
示
に
関
す
る
基
準
」（
後
述
の

と
お
り
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
を
告
示
指
定
）に

従
っ
て
、有
価
証
券
報
告
書
に
お
け
る「
サ

ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関
連
記
載
事
項
」（
改
正

開
示
府
令
19
条
の
９
第
４
項
。端
的
に
は
、

改
正
開
示
府
令
第
二
号
様
式
等
の「
サ
ス

テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
考
え
方
及
び
取

組
」に
記
載
す
る
事
項
を
意
味
す
る
）を
記

載
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
こ
と
と
し
た

（
改
正
開
示
府
令
19
の
９
①
）。
な
お
、
適

用
対
象
外
の
提
出
会
社
に
お
い
て
も
、
当

該
基
準
の
任
意
適
用
が
可
能
で
あ
る（
改

正
開
示
府
令
19
の
９
②
）。

こ
の
よ
う
に
、
各
提
出
会
社
は「
平
均

時
価
総
額
」に
よ
っ
て
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準

の
適
用
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る

と
こ
ろ
、「
平
均
時
価
総
額
」に
つ
い
て
は
、

前
掲
の
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
の「
法
域
ガ
イ
ド
」に
お

い
て
、
主
要
な
株
式
指
数
銘
柄
の
時
価
総

額
全
体
に
対
す
る
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情

報
開
示
が
強
制
さ
れ
て
い
る
企
業
の
株
式

時
価
総
額
の
割
合
の
過
去
５
年
間
の
平
均

値
を
各
法
域
に
お
け
る
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準
の

導
入
状
況
の
判
断
指
標
の
１
つ
と
し
て
い

る
こ
と
に
加
え
、
提
出
会
社
の
予
見
可
能

性
を
確
保
す
る
観
点
も
踏
ま
え
て
、
次
の

よ
う
に
算
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る（
改

正
開
示
府
令
19
の
９
③
）。

ⅰ　

有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
よ
う

と
す
る
日
が
上
場
日
以
後
５
事
業
年
度

（
直
前
事
業
年
度
⑽
を
除
く
）を
経
過

し
て
い
る
場
合
に
は
、直
前
事
業
年
度

の
前
事
業
年
度
の
末
日
お
よ
び
当
該
前

事
業
年
度
の
開
始
の
日
前
４
年
以
内
に

開
始
し
た
事
業
年
度
の
す
べ
て
の
末
日

に
お
け
る
株
券
等
の
時
価
総
額
の
合
計

を
５
で
除
し
て
得
た
額（
２
０
２
７
年
３

月
期
の
有
価
証
券
報
告
書
を
例
に
と
る

と
、２
０
２
２
年
３
月
31
日
、２
０
２
３

年
３
月
31
日
、２
０
２
４
年
３
月
31
日
、

２
０
２
５
年
３
月
31
日
、２
０
２
６
年
３

月
31
日
の
時
価
総
額
を
合
計
し
、５
で

除
し
て
得
た
額
の
意
）

ⅱ　
ⅰ
以
外
の
場
合
に
は
、上
場
日
以
後

に
経
過
し
た
事
業
年
度（
直
前
事
業
年

度
を
除
く
）の
す
べ
て
の
末
日
に
お
け

る
株
券
等
の
時
価
総
額
の
合
計
を
当

該
経
過
し
た
事
業
年
度
の
す
べ
て
の
末

日
の
数
で
除
し
て
得
た
額（
２
０
２
３

年
10
月
１
日
を
上
場
日
と
す
る
会
社
の

２
０
２
７
年
３
月
期
の
有
価
証
券
報
告

書
を
例
に
と
る
と
、２
０
２
４
年
３
月
31

日
、２
０
２
５
年
３
月
31
日
、２
０
２
６

年
３
月
31
日
の
時
価
総
額
を
合
計
し
、

３
で
除
し
て
得
た
額
の
意
）

こ
こ
で
、
前
述
の「
上
場
日
」は
株
券
等

が
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
す
る
有
価
証

券
⑾
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
を
指

し
、「
株
券
等
の
時
価
総
額
」は
、
取
引
所

金
融
市
場
⑿
に
お
け
る
時
価
総
額
⒀
を
指

し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
プ
ラ
イ
ム
市
場
に

お
け
る
も
の
に
限
定
し
て
い
な
い
。
そ
の

た
め
、「
平
均
時
価
総
額
」の
算
定
対
象
期

間
中
に
、
提
出
会
社
が
他
の
市
場
か
ら
プ

ラ
イ
ム
市
場
に
市
場
区
分
を
変
更
し
て
い

る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
市
場
に
お
け
る

時
価
総
額
も
算
定
の
対
象
と
な
る
。ま
た
、

「
平
均
時
価
総
額
」の
算
定
対
象
期
間
中

に
、
提
出
会
社
が
他
の
上
場
会
社
を
吸
収

合
併
す
る
な
ど
組
織
再
編
を
行
っ
て
い
る

場
合
に
は
、
吸
収
合
併
消
滅
会
社
の
時
価

総
額
も
算
定
対
象
と
な
る（
改
正
開
示
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
５
─
２
─
２
参
照
）⒁
。

②　

一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準

前
述
の「
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら

れ
る
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
作
成
及

び
開
示
に
関
す
る
基
準
」に
つ
い
て
は
、

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
作
成
お
よ
び

開
示
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
の
調
査
研

究
お
よ
び
作
成
を
業
と
し
て
行
う
団
体
で

あ
っ
て
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
が
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作
成
お
よ
び
公
表
を
行
っ
た
サ
ス
テ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
情
報
の
作
成
お
よ
び
開
示
に
関
す

る
基
準
の
う
ち
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る

も
の
が
こ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
と
し
て
い

る（
改
正
開
示
府
令
19
の
９
⑤
）。
こ
れ
を

受
け
、
開
示
府
令
の
改
正
と
あ
わ
せ
て
、

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
が
本
年
２
月
20
日
ま
で
に
公
表

し
て
い
る
次
の
３
つ
の
基
準
を
告
示
指
定

し
て
い
る
⒂
。

・
サ
ス
テ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

基
準（
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
基
準
の

適
用
）（
以
下
、「
適
用
基
準
」と
い
う
）

・
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
テ
ー
マ
別
基

準
１
号（
一
般
開
示
基
準
）（
以
下
、「
一
般

基
準
」と
い
う
）

・
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
テ
ー
マ
別
基

準
２
号（
気
候
関
連
開
示
基
準
）

③　

外
国
会
社
へ
の
適
用

外
国
会
社
が
①
の
適
用
対
象
会
社
に
該

当
す
る
場
合
に
も
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
に

従
っ
て
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関
連
記
載
事

項
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
。
他
方
、
外

国
会
社
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準
ま

た
は
こ
れ
を
ベ
ー
ス
と
し
た
自
国
の
基
準

に
基
づ
い
て
、
自
国
に
お
い
て
サ
ス
テ
ナ

ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
開
示
を
行
っ
て
い
る
こ

と
も
想
定
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
金
融
庁
長
官
が
認
め
る
場

合
に
は
、
次
の
基
準
に
つ
い
て
も
、
一
般

に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
サ
ス
テ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
情
報
の
作
成
お
よ
び
開
示
に
関
す

る
基
準
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら

の
基
準
に
基
づ
き
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関

連
記
載
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
し
た（
改
正
開
示
府
令
19
の
９

⑥
）。

・
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
と
整
合
的
な
外
国
の
基

準
・
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準

・
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準
と
整
合
的
な
外
国
の
基

準こ
の
点
、
内
国
会
社
が
適
用
す
る
基
準

に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
み
と
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
の
市
場
に
お
い
て

適
用
さ
れ
る
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
基

準
に
つ
い
て
は
、
比
較
可
能
性
を
確
保
す

る
観
点
か
ら
単
一
の
基
準
と
す
る
こ
と
が

適
当
で
あ
り
、
か
つ
、
海
外
に
お
け
る
サ

ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
制
度
へ
の
対
応
を

要
す
る
企
業
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る

と
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準
と
の
機
能
的
な
整
合

性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の

適
用
を
求
め
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ

る
た
め
で
あ
る
⒃
。

⑺　

２
０
２
５
年
10
月
30
日
の
Ｓ
Ｗ
Ｇ
第
９
回
会
合

⑻　

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
九
条

の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
取
引
所
金
融
商
品
市
場
を
指
定

す
る
件（
令
和
８
年
２
月
20
日
金
融
庁
告
示
２
号
）

⑼　

法
令
上
は
特
段
明
記
し
て
い
な
い
が
、
有
価
証
券
報
告

書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前

事
業
年
度
の
末
日（
２
０
２
７
年
３
月
期
の
有
価
証
券
報

告
書
を
例
に
と
れ
ば
、２
０
２
７
年
３
月
31
日
）時
点
で
株

券
等
が
プ
ラ
イ
ム
市
場
に
上
場
さ
れ
て
い
る
会
社
を
意
味

し
て
い
る（
金
融
庁「『
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内

閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
』（
案
）等
に
対
す

る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
概
要
及
び
コ
メ
ン
ト
に
対
す

る
金
融
庁
の
考
え
方
」（
２
０
２
６
年
２
月
20
日
）（
以
下
、

「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
金
融
庁
の
考
え
方
」と

い
う
）№
12
、№
13
参
照
）。

⑽　

有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
日
の
属
す

る
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度（
２
０
２
７
年
３
月
期
に

係
る
有
価
証
券
報
告
書
の
場
合
は
、２
０
２
７
年
３
月
期
）

の
意
。

⑾　

特
定
上
場
有
価
証
券（
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
向
け
銘
柄
）を

除
く（
金
融
商
品
取
引
法
24
①
一
参
照
）。

⑿　

特
定
取
引
所
金
融
商
品
市
場（
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
向
け
市

場
）を
除
く
。

⒀　

各
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
時
価
総
額
は
、
東
京
証

券
取
引
所
が
公
表
し
て
い
る
各
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け

る
終
値
に
発
行
済
株
式
数（
自
己
株
式
含
む
）を
乗
じ
て
算

出
す
る
こ
と
と
な
る（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る

金
融
庁
の
考
え
方
№
14
～
№
16
参
照
）。

⒁　

そ
の
他
、
他
の
会
社
を
完
全
子
会
社
化
し
て
い
る
場
合

の
ほ
か
、
提
出
会
社
が
新
設
合
併
設
立
会
社
ま
た
は
株
式

移
転
設
立
完
全
親
会
社
で
あ
る
場
合
の
算
定
方
法
に
つ
い

て
明
確
化
し
て
い
る
。

⒂　

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
九
条

の
九
第
五
項
に
規
定
す
る
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
基
準

を
指
定
す
る
件（
令
和
８
年
２
月
20
日
金
融
庁
告
示
３
号
）

⒃　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
金
融
庁
の
考
え
方

№
32
～
№
37
参
照
。

⑵　
二
段
階
開
示

有
価
証
券
報
告
書
に
お
い
て
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ

Ｊ
基
準
に
準
拠
し
た
情
報
開
示
を
行
う
に

あ
た
っ
て
は
、
提
出
会
社
に
よ
る
連
結
子

会
社
も
含
む
対
応
状
況
の
把
握
や
リ
ソ
ー

ス
の
確
保
等
の
た
め
に
一
定
の
時
間
を
要

し
、
特
に
適
用
初
期
の
段
階
で
は
対
応
に

苦
慮
す
る
提
出
会
社
が
あ
る
こ
と
も
予
想

さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
改
正
開
示
府
令
で

は
、
経
過
措
置
と
し
て
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準

の
適
用
開
始
年
度
お
よ
び
そ
の
翌
年
度
に

つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
に
従
っ
て
記

載
す
べ
き
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関
連
記
載

事
項
を
有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
し
な
い

こ
と
が
で
き
、
そ
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
翌
期
の
半
期
報
告
書
の
提
出
期
限
ま

で
に
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た
訂
正
報
告

書
を
提
出
す
る
こ
と（
二
段
階
開
示
）を
可

能
と
し
て
い
る（
一
部
改
正
府
令
附
則
２

②
）。二

段
階
開
示
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、

ま
ず
一
段
階
目
の
有
価
証
券
報
報
告
書
に

二
段
階
開
示
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
等

を
記
載
し
た
う
え
で
、
訂
正
報
告
書
に
お

い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
サ
ス

テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関
連
記
載
事
項
を
記
載
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
⒄
⒅
。

ⅰ　
有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
し
た
事
項

を
含
め
、Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
に
従
っ
て
記
載

す
べ
き
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関
連
記
載

事
項
の
す
べ
て
を
訂
正
報
告
書
に
記
載

す
る
方
法

ⅱ　
訂
正
報
告
書
に
お
い
て
、Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基

準
に
従
っ
て
記
載
す
べ
き
サ
ス
テ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
関
連
記
載
事
項
の
一
部
が
有
価

証
券
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
旨
お

よ
び
そ
の
具
体
的
な
記
載
箇
所
を
明
示

し
、有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
し
た
事

項
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、あ
ら
た
め
て

記
載
し
な
い
方
法

新法令解説
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な
お
、二
段
階
開
示
を
行
う
に
あ
た
り
、

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
と
の
関
係
で
留
意
す
べ
き

事
項
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
、ⅰ
、ⅱ
の
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ

て
も
、Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
へ
の
準
拠
表
明（
後

述
）に
つ
い
て
は
、
訂
正
報
告
書
に
お
い

て
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
⒆
。

次
に
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
上
求
め
ら
れ

て
い
る「
公
表
承
認
日
」（
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
関
連
財
務
開
示
を
公
表
す
る
こ
と
を

承
認
す
る
権
限
を
有
す
る
社
内
の
機
関
ま

た
は
個
人
が
公
表
を
承
認
し
た
日
）⒇
は
、

訂
正
報
告
書
に
記
載
す
る
こ
と
に
な
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
一
段
階
目
の
有
価
証
券
報
告
書

に
お
い
て
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
に
従
っ
て
記
載

し
た
事
項
に
つ
い
て
、
二
段
階
目
の
訂
正

報
告
書
の
公
表
承
認
日
ま
で
の
間
に
後
発

事
象
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
訂
正
報
告
書

に
お
い
て
記
載
内
容
の
更
新
ま
た
は
発
生

し
た
事
象
お
よ
び
状
況
に
関
す
る
情
報
の

開
示
を
行
う
必
要
が
あ
る
㉑
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
前
記
ⅱ
の
方
法
に
よ
る
二
段
階
開

示
は
、
後
発
事
象
が
生
じ
て
い
な
い
場
合

に
行
わ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

⒄　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
金
融
庁
の
考
え
方

№
73
、№
74
参
照
。

⒅　

二
段
階
開
示
の
適
用
を
受
け
る
場
合
の
二
段
階
目
の

訂
正
報
告
書
の
記
載
内
容
は
本
文
の
と
お
り
で
あ
る
が
、

一
段
階
目
の
有
価
証
券
報
告
書
の
記
載
内
容
に
つ
い
て

は
、次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、後
述
の
と
お
り
、改
正
開
示
府
令
第
二
号
様
式
記

載
上
の
注
意
㉚
ｃ
に
よ
る
人
的
資
本
に
関
す
る
情
報
は
、

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
適
用
の
有
無
を
問
わ
ず
、
有
価
証
券
報

告
書
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

次
に
、
人
的
資
本
以
外
の
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
事
項
に

つ
き
従
来
ベ
ー
ス
の
内
容
を
記
載
し
て
お
く
必
要
が
あ
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、「
中
間
論
点
整
理
」で
示
さ
れ
た

よ
う
に「
既
に
制
度
上
定
め
ら
れ
て
い
る
記
載
事
項
は
一

段
階
目
の
有
価
証
券
報
告
書
に
お
い
て
引
き
続
き
開
示
」

す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。も
っ
と
も
、改
正
開
示
府
令
第

二
号
様
式
記
載
上
の
注
意
㉚
ａ
⒞
の
記
載
事
項
と
し
て
ど

の
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
事
項
に
つ
き
二
段
階
開
示
を
行
う

の
か
と
い
う
点
が
記
載
さ
れ
、
実
際
に
当
該
情
報
が
訂
正

報
告
書
に
記
載
さ
れ
れ
ば
、
一
段
階
目
と
二
段
階
目
の
開

示
を
ト
ー
タ
ル
で
み
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
提
出
会
社
に

と
っ
て
必
要
な
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
事
項
が
開
示
さ
れ
る

状
態
を
確
保
で
き
、
投
資
者
に
誤
解
を
与
え
る
こ
と
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
必
ず
し
も
従
来
ベ
ー
ス
の
サ
ス

テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
を
有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
す
る
必

要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対

す
る
金
融
庁
の
考
え
方
№
73
参
照
）。

⒆　

適
用
基
準
79
項
。

⒇　

適
用
基
準
70
項
。

㉑　
適
用
基
準
71
項
、72
項
。

⑶　
「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す

る
考
え
方
及
び
取
組
」の
項
目
の

記
載
事
項

①　

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
適
用
対
象
会
社

の
場
合
（
改
正
開
示
府
令
第
二
号
様

式
記
載
上
の
注
意
㉚
ａ
）

必
ず
し
も
法
令
上
の
用
語
で
は
な
い
も

の
の
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
を
適
用
す
る
提
出

会
社
は
、
強
制
適
用
会
社（
改
正
開
示
府

令
19
の
９
①
）、
任
意
適
用
会
社（
改
正
開

示
府
令
19
の
９
②
）ま
た
は
早
期
適
用
会

社（
一
部
改
正
府
令
附
則
２
①
た
だ
し
書

き
）に
区
分
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
前
述
の
二
段
階
開
示
や
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

基
準
上
の
経
過
措
置（
適
用
初
年
度
に
お

い
て
は
ス
コ
ー
プ
３
温
室
効
果
ガ
ス
排
出

量
に
関
す
る
定
量
情
報（
以
下
、「
ス
コ
ー

プ
３
定
量
情
報
」と
い
う
）を
開
示
し
な
い

こ
と
が
で
き
る
な
ど
）の
適
用
の
有
無
に

よ
っ
て
、
提
出
会
社
に
よ
り
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基

準
の
適
用
状
況
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
た
め
、
投
資
者
に
混
乱
が
生
じ
な

い
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
、
有
価
証
券
報

告
書
の「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る

考
え
方
及
び
取
組
」の
冒
頭
に
お
い
て
、

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
適
用
状
況
に
関
す
る
次

の
事
項
を
記
載
し
た
う
え
で
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

基
準
上
開
示
が
求
め
ら
れ
る
事
項
を
記
載

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

・
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
に
準
拠
し
て
い
る
旨

・
開
示
府
令
19
条
の
９
第
１
項
と
２
項
の

い
ず
れ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

か
の
別

・
二
段
階
開
示
の
適
用
を
受
け
て
い
る
場

合
に
は
、そ
の
旨
お
よ
び
翌
期
の
半
期
報

告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基

準
に
よ
り
開
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
項
を
記
載
し
た
訂
正
報
告
書
を
提

出
す
る
旨

・
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
に
基
づ
く
経
過
措
置
の

適
用
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、そ
の
旨

な
ら
び
に
そ
の
根
拠
と
な
る
規
定
お
よ

び
内
容

な
お
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
に
従
っ
て
記
載

す
べ
き
事
項
は
、
同
基
準
に
準
拠
し
て
記

載
し
た
部
分
を
明
確
に
す
る
こ
と
や
比
較

可
能
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
加
え
、
今
後

制
度
化
が
予
定
さ
れ
て
い
る
第
三
者
保
証

の
範
囲
を
明
確
に
す
る
観
点
か
ら
、
原
則

と
し
て
、「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る

考
え
方
及
び
取
組
」の
項
目
に
記
載
す
る

こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

た
と
え
ば
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準（
一
般
基
準
）

に
基
づ
く
人
的
資
本
に
関
す
る
事
項
と

「
従
業
員
の
状
況
等
」の
項
目
に
記
載
す
べ

き
事
項
と
の
間
に
重
複
が
生
じ
る
場
合
に

は
、
参
照
文
言
を
付
し
た
う
え
で
、「
従
業

員
の
状
況
等
」の
項
目
に
お
い
て
そ
の
内

容
を
記
載
す
る
こ
と
も
否
定
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る（
開
示
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
５
―
14
、
24
―
10
参
照
）㉒
。

②　

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
を
適
用
し
な
い
提

出
会
社
の
場
合
（
改
正
開
示
府
令
第

二
号
様
式
記
載
上
の
注
意
㉚
ｂ
）

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
を
適
用
し
な
い
提
出
会

社
の
記
載
事
項
は
、
改
正
前
の
開
示
府
令

か
ら
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
前
述
の「
改
正

前
の
制
度
の
概
要
」①
お
よ
び
②
の
事
項

を
記
載
す
る
こ
と
と
な
る
。

③　

共
通
記
載
事
項
（
改
正
開
示
府
令

第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意
㉚
ｃ
）

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
適
用
対
象
で
あ
る
か

ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
開
示

府
令
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
た
前
述
の「
改

正
前
の
制
度
の
概
要
」③
の
人
的
資
本
に

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
中
長
期
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的
な
企
業
価
値
の
評
価
に
と
っ
て
の
重
要

性
に
鑑
み
、
引
き
続
き
記
載
す
る
必
要
が

あ
る
。

た
だ
し
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
適
用
対
象

会
社
が
同
基
準
に
従
っ
て
記
載
し
た
人
的

資
本
に
関
す
る
内
容
に
前
述
の「
改
正
前

の
制
度
の
概
要
」③
の
人
的
資
本
に
関
す

る
内
容
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
同
一
の

内
容
を
重
ね
て
記
載
す
る
必
要
は
な
い
こ

と
と
し
て
い
る
。

㉒　
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
金
融
庁
の
考
え
方

№
42
、№
43
、№
46
参
照
。

⑷　
「
主
要
な
経
営
指
標
等
の
推
移
」

の
項
目
の
記
載
事
項（
改
正
開
示

府
令
第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意

㉕
ｈ
）

前
述
の
と
お
り
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
適

用
の
有
無
は
、
株
式
時
価
総
額
に
よ
っ
て

判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
有
価
証

券
報
告
書
に
提
出
会
社
の
株
式
時
価
総
額

に
関
す
る
情
報
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
は
、

利
用
者
利
便
の
観
点
か
ら
も
、
提
出
会
社

に
お
け
る
管
理
上
の
観
点
か
ら
も
望
ま
し

い
と
い
え
る
。

こ
の
た
め
、
提
出
会
社
が
そ
の
発
行
す

る
株
券
等
を
プ
ラ
イ
ム
市
場
に
上
場
し
て

い
る
場
合
に
は
、
最
近
６
事
業
年
度
の
末

日
に
お
け
る
株
券
等
の
時
価
総
額
お
よ
び

平
均
時
価
総
額（
い
ず
れ
も
前
述
の
改
正

開
示
府
令
19
条
の
９
第
３
項
の
規
定
に
よ

る
も
の
）を
注
記
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

⑸　
ス
コ
ー
プ
３
定
量
情
報
の
虚
偽

記
載
等
に
係
る
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー

に
関
連
す
る
制
度
整
備

①　

記
載
事
項
の
追
加

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
適
用
に
あ
た
り
、
有

価
証
券
報
告
書
に
ス
コ
ー
プ
３
定
量
情
報

が
記
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
ス
コ
ー

プ
３
定
量
情
報
は
、
提
出
会
社
の
統
制
の

及
ば
な
い
第
三
者
か
ら
取
得
し
た
情
報
で

あ
る
と
と
も
に
、
見
積
り
に
よ
る
算
出
も

想
定
さ
れ
る
な
ど
、
相
対
的
に
不
確
実
性

が
高
い
と
い
う
特
性
が
あ
る
。
ま
た
、
不

確
実
性
が
高
い
と
い
う
意
味
で
は
、
将
来

に
関
す
る
事
項
も
同
様
で
あ
る
か
ら
、
改

正
開
示
府
令
で
は
、
ス
コ
ー
プ
３
定
量

情
報
と
将
来
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、

次
の
記
載
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
㉓

（
改
正
開
示
府
令
第
二
号
様
式
記
載
上
の

注
意
⑴
ｋ
、
㉚
ｄ
）。

ⅰ　
将
来
に
関
す
る
事
項
が
含
ま
れ
る
旨

お
よ
び
当
該
事
項
は
当
連
結
会
計
年
度

末
現
在
に
お
い
て
判
断
し
た
も
の
で
あ

る
旨（
ス
コ
ー
プ
３
定
量
情
報
に
つ
い
て

は
記
載
不
要
）

ⅱ　

記
載
し
た
内
容
が
事
後
的
に
異
な

る
も
の
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に

は
、そ
の
旨
お
よ
び
そ
の
要
因

ⅲ　
記
載
に
あ
た
り
前
提
と
さ
れ
た
事
実

お
よ
び
仮
定
な
ら
び
に
推
論
過
程

ⅳ　
情
報
の
入
手
経
路
の
確
認
を
含
む
記

載
内
容
の
適
切
性
を
検
討
し
、評
価
す

る
た
め
の
社
内
の
手
続（
開
示
に
対
し

責
任
を
有
す
る
機
関
ま
た
は
個
人
に
つ

い
て
、そ
の
名
称
ま
た
は
役
職
名
お
よ

び
役
割
を
含
む
）

②　

開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
正

①
に
記
載
し
た
ス
コ
ー
プ
３
定
量
情
報

の
性
質
を
踏
ま
え
、
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
お
け
る
虚
偽
記
載
等
の
責
任
に
関
す
る

セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
の
対
象
と
な
る
情
報

に
、
従
前
の
将
来
に
関
す
る
事
項
に
加
え

て
、
ス
コ
ー
プ
３
定
量
情
報
を
追
加
す
る

こ
と
と
し
た
㉔
。

具
体
的
に
は
、
有
価
証
券
報
告
書
に
記

載
す
べ
き
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
一
般

的
に
合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
範
囲
で
具
体

的
な
説
明
㉕
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
ス
コ
ー
プ
３
定
量
情
報
が
事
後
的
に

誤
り
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
ま
た
は
見

積
り
の
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
に
つ

い
て
の
確
定
値
が
判
明
し
た
と
き
に
お
い

て
も
、
虚
偽
記
載
等（
重
要
な
事
項
に
つ

い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
ま
た
は
記
載

す
べ
き
重
要
な
事
項
も
し
く
は
誤
解
を
生

じ
さ
せ
な
い
た
め
に
必
要
な
重
要
な
事
実

の
記
載
が
欠
け
て
い
る
こ
と
）の
責
任
を

負
う
も
の
で
は
な
い
と
す
る
考
え
方
を
明

確
化
し
て
い
る（
改
正
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
５
―
16
―
２
、
24
―
10
）。

㉓　
な
お
、
ス
コ
ー
プ
３
定
量
情
報
の
記
載
箇
所
は
基
本
的

に「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
考
え
方
及
び
取
組
」と

な
る
が
、
将
来
に
関
す
る
事
項
の
記
載
箇
所
は
多
岐
に
わ

た
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
将
来
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
の
本
文
中
ⅰ
か
ら
ⅳ
ま
で
の
事
項
に
つ
い
て
は
、

投
資
者
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
将
来

に
関
す
る
事
項
の
記
載
箇
所
を
特
定
し
た
う
え
で
、
一
定

程
度
、集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

㉔　
な
お
、
金
融
審
議
会「
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ

ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
」（
２
０
２
５
年
12
月
26
日
公
表
）

に
お
い
て
提
言
さ
れ
た
、
非
財
務
情
報
の
う
ち
の
将
来
情

報
、統
制
の
及
ば
な
い
第
三
者
か
ら
取
得
し
た
情
報
、見
積

り
情
報
に
係
る
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
・
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
、

今
後
、制
度
整
備
を
検
討
。

㉕　
説
明
事
項
と
し
て
は
、
本
文
中
①
の
ⅰ
か
ら
ⅳ
ま
で
の

事
項
が
考
え
ら
れ
る
。

⑹　
半
期
報
告
書
に
お
け
る
確
定
値

の
開
示

ス
コ
ー
プ
３
定
量
情
報
等
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

基
準
に
お
い
て
開
示
が
求
め
ら
れ
る
数
値

は
、
直
接
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
方
法
で
測

定
す
る
直
接
測
定
の
ほ
か
、
合
理
的
な
方

法
に
よ
る
見
積
り
の
方
法
を
使
用
し
た
測

定
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。

改
正
開
示
府
令
で
は
、
有
価
証
券
報
告

書
に
見
積
り
の
方
法
に
よ
っ
て
算
定
し
た

数
値
を
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

後
、当
該
数
値
に
係
る
確
定
値
が
判
明
し
、

当
該
数
値
と
当
該
確
定
値
と
に
差
異
が
あ

る
と
き
は
、
翌
期
の
半
期
報
告
書
に
お
い

て
、
当
該
差
異
の
状
況
お
よ
び
当
該
差
異

が
生
じ
た
理
由
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
し
て
い
る
㉖（
改
正
開
示
府
令

第
四
号
の
三
様
式
記
載
上
の
注
意（
９
―

新法令解説
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㉖　
な
お
、
か
か
る
記
載
事
項
は
、「
中
間
論
点
整
理
」の「
次

年
度
に
提
出
す
る
有
価
証
券
報
告
書
を
待
た
ず
に
、
早
期

に
確
定
値
の
更
新
を
行
い
た
い
と
い
う
企
業
側
の
ニ
ー
ズ

も
あ
り
得
る
こ
と
か
ら
、事
業
環
境
の
大
幅
な
変
化
が
あ
っ

た
場
合
な
ど
概
算
値
と
確
定
値
と
の
差
が
大
き
く
な
る
よ

う
な
場
合
に
は
、こ
れ
を
自
主
的
に
開
示
で
き
る
よ
う
な
枠

組
を
検
討
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

（
略
）金
融
庁
に
お
い
て
、半
期
報
告
書
等
を
利
用
し
た
自
主

的
な
開
示
の
枠
組
を
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
」と
の
提
言
に

対
す
る
制
度
的
対
応
と
し
て
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

人
的
資
本
に
関
す
る
開
示
の
拡
充

改
正
の
背
景

人
的
資
本
は
、
企
業
が
中
長
期
的
な
価

値
を
向
上
さ
せ
て
い
く
た
め
に
極
め
て
重

要
な
要
素
で
あ
り
、
人
的
資
本
の
開
示
の

充
実
を
図
る
こ
と
は
、
投
資
者
が
中
長
期

的
な
企
業
価
値
を
評
価
す
る
た
め
の
重
要

な
施
策
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

現
状
の
開
示
府
令
に
お
け
る
人
的
資
本

開
示
は
、
前
記「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示

基
準
の
適
用
開
始
に
向
け
た
環
境
整
備
」

の「
改
正
前
の
制
度
の
概
要
」に
記
載
し
た

と
お
り
で
あ
る
が
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
個

別
開
示
基
準
と
し
て
は
人
的
資
本
開
示
の

基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
、

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
適
用
対
象
会
社
で
あ
る

か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
的
資
本
開
示

の
充
実
を
図
る
こ
と
が
投
資
者
保
護
に
資

す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
開

示
府
令
に
お
い
て
人
的
資
本
に
関
す
る
新

た
な
記
載
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
人
的
資
本
開
示
の
拡
充
に
つ
い

て
は
、「
新
し
い
資
本
主
義
の
グ
ラ
ン
ド
デ

ザ
イ
ン
及
び
実
行
計
画
２
０
２
５
年
改
訂

版
」等
㉗
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

㉗　
「
新
し
い
資
本
主
義
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
及
び
実
行
計

画
２
０
２
５
年
改
訂
版
」（
２
０
２
５
年
６
月
13
日
公
表

（https://w
w

w
.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_

sihonsyugi/pdf/ap2025.pdf

）、「
経
済
財
政
運
営
と

改
革
の
基
本
方
針 

２
０
２
５
～
『
今
日
よ
り
明
日
は
よ
く

な
る
』と
実
感
で
き
る
社
会
へ
～
」（
２
０
２
５
年
６
月
13
日

公
表
）（https://w

w
w

5.cao.go.jp/keizai-shim
on/

kaig
i/cab

in
et/h

o
n

eb
u

to
/2

0
2

5
/2

0
2

5
_

basicpolicies_ja.pdf

）、「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改

革
の
実
質
化
に
向
け
た
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
２
０

２
５
」（
２
０
２
５
年
６
月
30
日
公
表
）（https://w

w
w

.
fsa.go.jp/singi/follow

-up/statem
ents_8.pdf

）

改
正
の
内
容

改
正
開
示
府
令
で
は
、
ま
ず
、
従
前
有

価
証
券
報
告
書
の
上
方（「
第
１【
企
業
の

概
況
】」の
５
）に
記
載
さ
れ
て
い
た「
従
業

員
の
状
況
」の
項
目
を
下
方（「
第
４【
提
出

会
社
の
状
況
】」の
５
）に「
従
業
員
の
状
況

等
」と
し
て
移
動
し
、当
該
項
目
を「
⑴【
人

材
戦
略
に
関
す
る
基
本
方
針
等
】」と「
⑵

【
従
業
員
の
状
況
】」に
分
け
た
う
え
で
、

主
に
人
的
資
本
に
係
る
定
性
的
情
報
の
拡

充
を
図
る
観
点
か
ら
、
新
た
に
次
の
事
項

に
つ
い
て
記
載
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
い

る
。

ⅰ　
企
業
戦
略
と
関
連
づ
け
た
人
材
戦
略

ⅱ　
ⅰ
を
踏
ま
え
た
従
業
員
給
与
等
の
額

お
よ
び
内
容
に
関
す
る
決
定
方
針

ⅲ　
従
業
員
の
平
均
給
与
の
対
前
年
比
増

減
率

ⅰ
に
つ
い
て
は
、
連
結
子
会
社
ご
と
に

記
載
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
開
示
府

令
第
二
号
様
式
の「
経
営
方
針
、
経
営
環

境
及
び
対
処
す
べ
き
課
題
等
」の
項
目
に

記
載
し
た
連
結
会
社
全
体
と
し
て
の
経
営

方
針
・
経
営
戦
略
等
と
関
連
づ
け
て
、
連

結
会
社
全
体
と
し
て
の
人
材
戦
略
に
つ
い

て
記
載
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

ⅱ
に
つ
い
て
は
、
提
出
会
社
が
連
結
会

社
全
体
の
方
針
に
つ
い
て
ま
で
関
与
し
な

い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
や
、
連
結
会

社
全
体
の
方
針
に
つ
い
て
ま
で
記
載
を
求

め
た
場
合
の
負
担
に
も
配
慮
し
、
提
出
会

社
に
係
る
も
の
に
限
定
し
た
記
載
も
可
能

と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
提
出
会
社
が
主

と
し
て
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
会
社

で
あ
る
場
合
に
は
、提
出
会
社
に
加
え
て
、

最
大
人
員
会
社（
外
国
会
社
を
除
く
連
結

子
会
社
の
う
ち
、
従
業
員
数
が
最
も
多
い

会
社（
当
該
会
社
の
従
業
員
数
が
連
結
会

社
の
従
業
員
数
の
過
半
数
を
超
え
な
い
場

合
に
は
、
次
に
従
業
員
数
の
多
い
会
社
を

含
む
））の
方
針
も
記
載
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
㉘
。

な
お
、「
人
材
戦
略
に
関
す
る
基
本
方
針

等
」の
項
目
に
記
載
さ
れ
る
内
容
と
し
て

は
、
基
本
的
に
は
従
業
員
給
与
等
の
待
遇

面
に
関
連
す
る
も
の
を
想
定
し
て
い
る

が
、「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
考
え

方
及
び
取
組
」の
項
目
に
記
載
さ
れ
る
内

容
と
の
間
で
重
複
が
生
じ
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
投
資
者
の
理

解
の
向
上
の
観
点
か
ら
よ
り
望
ま
し
い
と

考
え
ら
れ
る
項
目
に
ま
と
め
て
記
載
し
た

う
え
で
、
も
う
一
方
の
項
目
に
参
照
文
言

を
記
載
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る（
改
正

開
示
府
令
第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意
㉚

ｃ
、（
58
―
２
）ｃ
）㉙
。

ま
た
、
ⅲ
に
つ
い
て
は
、
定
量
情
報
の

記
載
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、こ
れ
は
、

従
業
員
給
与
等
の
額
お
よ
び
内
容
の
決
定

方
針
が
ど
の
よ
う
に
平
均
給
与
に
反
映
さ

れ
て
い
る
の
か
を
時
系
列
で
確
認
す
る
う

え
で
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
㉚
。
提

出
会
社
が
主
と
し
て
子
会
社
の
経
営
管
理

を
行
う
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
最
大
人

員
会
社
に
つ
い
て
も
、
従
業
員
数
、
平
均

年
齢
、
平
均
勤
続
年
数
、
平
均
年
間
給
与

（
賞
与
を
含
む
）お
よ
び
平
均
年
間
給
与
の

対
前
年
比
増
減
率
を
記
載
す
る
必
要
が
あ

る
㉛
㉜
。

そ
の
他
、
使
用
人
の
み
を
対
象
と
し
た

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
制
度
や
役
員
・
従
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高
い
と
考
え
ら
れ
る
自
己
株
式
の
取
得
お

よ
び
剰
余
金
の
配
当
に
関
す
る
事
項
に
限

定
す
る
こ
と
と
し
た（
改
正
開
示
府
令
第

三
号
様
式
記
載
上
の
注
意
⑴
ｇ
）㉞
㉟
。

㉞
　
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
た
と
え
ば
役
員
選
任
議
案
に
係

る
決
議
に
つ
い
て
有
価
証
券
報
告
書
で
の
開
示
が
不
要
と

な
る
が
、総
会
前
開
示
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、定
時
株

主
総
会
ま
た
は
そ
の
直
後
に
開
催
さ
れ
る
取
締
役
会
を
経

て
役
員
の
異
動
が
生
じ
た
と
き
の
手
続
は
、次
の
と
お
り
。

・
臨
時
報
告
書
の
提
出（
開
示
府
令
19
②
九（
代
表
取
締
役

の
異
動
）、九
の
二（
株
主
総
会
に
お
け
る
決
議
））

・
半
期
報
告
書
の「
役
員
の
状
況
」の
開
示

た
だ
し
、当
該
役
員
の
異
動
に
つ
い
て
、総
会
前
に
開
示

す
る
有
価
証
券
報
告
書
に
任
意
に
記
載
し
た
場
合
で
あ
っ

て
、そ
の
者
が
予
定
ど
お
り
選
任
さ
れ
た
と
き
は
、開
示
府

令
19
条
２
項
９
号
に
基
づ
く
臨
時
報
告
書
の
提
出
お
よ
び

半
期
報
告
書
の「
役
員
の
状
況
」の
開
示
は
不
要
と
考
え
ら

れ
る（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
金
融
庁
の
考
え

方
№
184
、№
185
参
照
）。

㉟　
金
融
庁「
有
価
証
券
報
告
書
を
定
時
株
主
総
会
前
に
提

出
す
る
場
合
の
留
意
点
」（
２
０
２
６
年
２
月
20
日
更
新
）

（h
ttp

s://w
w

w
.fsa.g

o
.jp

/p
o

licy/k
aiji/

sokaim
aekaiji_ryuuiten20260220.pdf

）

⑵　

半
期
報
告
書
に
お
け
る「
大
株

主
の
状
況
」お
よ
び「
議
決
権
の
状

況
」の
記
載

実
務
に
お
い
て
は
、
議
決
権
行
使
お
よ

び
剰
余
金
の
配
当
に
係
る
基
準
日（
会
社

法
124
①
）を
決
算
日
と
同
日
と
す
る
こ
と

が
一
般
的
で
あ
る
が
、
総
会
前
開
示
を
進

め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
議
決
権
行
使
に
係

る
基
準
日
を
後
倒
し
し
た
う
え
で
、
総
会

開
催
日
を
後
倒
し
す
る
方
策
が
有
効
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
あ
わ
せ
て
、
剰

余
金
の
配
当
に
係
る
基
準
日
に
加
え
、
実

務
上
中
間
会
計
期
間
の
末
日
に
設
定
さ
れ

て
い
る
中
間
配
当
に
係
る
基
準
日
も
後
倒

し
す
る
対
応
も
考
え
ら
れ
る
。

業
員
株
式
所
有
制
度
を
導
入
し
て
い
る
場

合
に
は
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
概
要
を
、「
第

４【
提
出
会
社
の
状
況
】」の「
１
株
式
等
の

状
況
」に
代
え
て
、「
５【
従
業
員
の
状
況

等
】」に
お
い
て
記
載
す
る
こ
と
も
で
き
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

㉘　
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
金
融
庁
の
考
え
方

№
143
、№
144
参
照
。な
お
、こ
の
場
合
、必
ず
し
も
提
出
会
社

と
最
大
人
員
会
社
に
お
け
る
従
業
員
給
与
等
の
決
定
方
針

を
明
確
に
区
分
し
て
記
載
す
る
必
要
は
な
く
、
提
出
会
社

と
最
大
人
員
会
社
を
カ
バ
ー
で
き
る
よ
う
な
記
載
が
さ
れ

て
い
れ
ば
足
り
る
と
考
え
ら
れ
る
。

㉙　
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
金
融
庁
の
考
え
方

№
127
～
№
134
参
照
。

㉚　
な
お
、
業
績
の
影
響
等
に
よ
り
、
給
与
等
の
額
お
よ
び

内
容
の
決
定
方
針
と
実
際
の
平
均
年
間
給
与
の
推
移
と
に

差
異
が
生
じ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、そ
の
場
合
に
は
、

必
要
に
応
じ
て
そ
の
旨
を
注
記
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
金
融
庁
の
考
え
方
№

174
、№
175
参
照
）。

㉛　
最
大
人
員
会
社
の
決
算
日
が
提
出
会
社
と
異
な
る
場

合
に
は
、従
業
員
数
等
に
つ
い
て
、提
出
会
社
の
決
算
日
時

点
の
情
報
を
収
集
す
る
方
法
や
最
大
人
員
会
社
の
決
算
日

時
点
の
情
報
を
記
載
す
る
方
法
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
が
、

各
企
業
に
お
け
る
デ
ー
タ
集
計
の
容
易
さ
等
を
勘
案
し
、

適
切
な
方
法
に
よ
り
開
示
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る（
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
金
融
庁
の
考
え
方
№
171
参

照
）。

㉜　
最
大
人
員
会
社
の
従
業
員
数
を
記
載
す
る
に
あ
た
り
、

臨
時
従
業
員
が
相
当
数
以
上
あ
る
場
合
、
従
業
員
の
人
員

に
著
し
い
増
減
が
あ
っ
た
場
合
、
労
働
組
合
と
の
間
に
特

記
す
べ
き
事
項
等
が
あ
っ
た
場
合
の
取
扱
い
は
、
提
出
会

社
の
従
業
員
数
の
記
載
に
お
け
る
取
扱
い
と
同
様
と
す
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

総
会
前
開
示
の
促
進
に
向
け
た
対
応

　改
正
の
背
景

　
　株

主
総
会
の
招
集
に
あ
た
り
、
株
式
会

社
は
、
株
主
に
対
し
、
会
社
法
上
の
事
業

報
告
や
計
算
書
類
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る（
会
社
法
437
、
325

の
３
）。
こ
れ
に
加
え
、
上
場
会
社
等
に

つ
い
て
は
、
有
価
証
券
報
告
書
の
総
会
前

開
示
を
進
め
る
こ
と
が
、
株
主
と
の
建
設

的
な
対
話
の
促
進
の
た
め
に
有
用
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
、
わ
が
国
の
上
場
会
社（
３
月

決
算
会
社
）に
お
け
る
総
会
前
開
示
の

割
合
は
２
０
２
４
年
３
月
期
で
は
１
・

８
％
と
低
い
水
準
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、

２
０
２
５
年
３
月
28
日
に
行
わ
れ
た
金
融

担
当
大
臣
の
要
請
後
の
２
０
２
５
年
３
月

期
は
57
・
７
％
と
著
し
い
向
上
が
み
ら
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
う
し
た
流
れ
を
一

層
促
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
㉝
。

㉝　
金
融
庁「
有
価
証
券
報
告
書
の
定
時
株
主
総
会
前
の
開

示
に
つ
い
て
」参
照（https://w

w
w

.fsa.go.jp/policy/
kaiji/sokaim

aekaiji.htm
l

）。　
　
　

改
正
前
の
株
主
総
会
に

関
わ
る
開
示
事
項
の
概
要

提
出
会
社
が
総
会
前
開
示
を
行
う
場
合

で
あ
っ
て
、
当
該
有
価
証
券
報
告
書
に
記

載
し
た
事
項
等
が
定
時
株
主
総
会
ま
た
は

そ
の
直
後
に
開
催
が
予
定
さ
れ
る
取
締
役

会
の
決
議
事
項
に
な
っ
て
い
る
と
き
は
、

そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
箇
所
に
お
い
て
、
そ

の
旨
お
よ
び
そ
の
概
要
を
記
載
す
る
必
要

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た（
改
正
前
の
開
示

府
令
第
三
号
様
式
記
載
上
の
注
意
⑴
ｇ
）。

加
え
て
、
次
の
場
合
に
は
、
臨
時
報
告

書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。

・総
会
前
開
示
の
実
施
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
事
項
が
決

議
さ
れ
た
場
合（
開
示
府
令
19
②
九
の
二
）

・総
会
前
開
示
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
し
た
定
時
株

主
総
会
の
決
議
事
項
が
修
正
ま
た
は
否

決
さ
れ
た
と
き（
開
示
府
令
19
②
九
の

三
）。

改
正
の
内
容

⑴　
有
価
証
券
報
告
書
に
お
け
る
決

議
事
項
の
記
載

前
記「
改
正
前
の
株
主
総
会
に
関
わ
る

開
示
事
項
の
概
要
」の
と
お
り
、
別
途
臨

時
報
告
書
の
提
出
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
も

踏
ま
え
、
改
正
開
示
府
令
に
お
い
て
は
、

総
会
前
開
示
を
行
う
場
合
の
開
示
負
担
を

軽
減
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
総
会
前
開
示

を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
総
会
前
開
示
を

行
っ
た
場
合
に
お
け
る
定
時
株
主
総
会
ま

た
は
取
締
役
会
の
決
議
事
項
に
係
る
記
載

事
項
を
、
投
資
者
に
と
っ
て
特
に
関
心
が

新法令解説
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開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
28
の
２
）。

⑵　
株
式
転
換
条
項
の
付
さ
れ
た
社

債
券
に
係
る
解
釈
の
明
確
化

株
式
転
換
条
項
の
付
さ
れ
た
社
債
券
に

つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
条
件

に
基
づ
き
株
式
を
発
行
・
交
付
す
る
場
合

に
は
、「
有
価
証
券
の
募
集
」・「
有
価
証
券

の
売
出
し
」に
は
該
当
し
な
い
旨
、
開
示

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
明
確
化
す
る
こ

と
と
し
た（
改
正
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
２

―
４
―
１
、２
―
11
）。

お
わ
り
に

　
本
改
正
が
、
有
価
証
券
報
告
書
に
お
け

る
非
財
務
情
報
の
開
示
の
充
実
や
総
会
前

開
示
の
促
進
に
つ
な
が
り
、
投
資
者
保
護

や
投
資
家
と
の
建
設
的
な
対
話
に
寄
与
す

る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

て
い
た
半
期
報
告
書
に
お
け
る「
大
株
主

の
状
況
」お
よ
び「
議
決
権
の
状
況
」に
つ

い
て
、
中
間
配
当
に
係
る
基
準
日
現
在
の

状
況
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

し
た（
改
正
開
示
府
令
第
四
号
の
三
様
式

記
載
上
の
注
意
⒂
ａ
、
⒃
ａ
）。

適
用
開
始
時
期
・
そ
の
他
の
主
な
改
正
事
項

適
用
開
始
時
期

改
正
開
示
府
令
の
う
ち「
サ
ス
テ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
開
示
基
準
の
適
用
開
始
に
向
け
た

環
境
整
備
」に
係
る
各
条
項
は
、
原
則
と

し
て
２
０
２
８
年
３
月
31
日
以
後
に
終
了

す
る
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書

か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
２
０
２
６
年
３
月
31
日
以
後

に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
末
日
を
基
準
と

し
て
、
５
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
時

価
総
額
の
合
計
を
５
で
除
し
て
得
た
額
㊱

が
３
兆
円
以
上
と
な
る
プ
ラ
イ
ム
市
場
上

場
会
社
に
つ
い
て
は
、
２
０
２
７
年
３
月

31
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る

有
価
証
券
報
告
書
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と

な
る（
有
価
証
券
報
告
書
に
つ
き
、
一
部

改
正
府
令
附
則
２
①
⑧
。
図
表
２
参
照
）。

ま
た
、
改
正
開
示
府
令
の
う
ち
、「
人
的

資
本
に
関
す
る
開
示
の
拡
充
」お
よ
び「
総

会
前
開
示
の
促
進
に
向
け
た
対
応
」に
係

る
条
項
は
、
２
０
２
６
年
３
月
31
日
以
後

に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券

報
告
書
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る

（
有
価
証
券
報
告
書
に
つ
き
、
一
部
改
正

府
令
附
則
２
⑥
）。

な
お
、「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
基
準

の
適
用
開
始
に
向
け
た
環
境
整
備
」、「
人

的
資
本
に
関
す
る
開
示
の
拡
充
」、「
総
会

前
開
示
の
促
進
に
向
け
た
対
応
」の
い
ず

れ
に
つ
い
て
も
、
一
部
改
正
府
令
の
施
行

日
以
後
に
提
出
さ
れ
る
有
価
証
券
報
告
書

に
つ
い
て
、
早
期
適
用
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

㊱　
直
前
事
業
年
度
を
除
き
、
上
場
日
か
ら
５
事
業
年
度
を

経
過
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
別
途
の
算
定
方
法
が
定
め

ら
れ
て
い
る
。

そ
の
他
の
主
な
改
正
事
項

⑴　
特
定
有
価
証
券
に
係
る
半
期
報

告
書
の
提
出
期
限
延
長
申
請
に
係

る
手
続
規
定
の
整
備

特
定
有
価
証
券
に
係
る
半
期
報
告
書
の

提
出
期
限
延
長
申
請
に
つ
い
て
、
従
前
存

在
し
な
か
っ
た
手
続
規
定
を
整
備
す
る
こ

と
と
し
た（
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の

こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
開
示
負
担

を
考
慮
し
、
従
前
、
中
間
会
計
期
間
の
末

日
時
点
の
状
況
を
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ

（図表２）　SSBJ基準の適用開始時期

【適用開始時期のイメージ（３月決算企業）】
□原則として、2028年３月期から適用

□ただし、2026年３月期の末日を基準とした５年平均時価総額が３兆円以上となる場合には、2027年３月期から適用
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